
今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収？
　原則として、所得税を源泉徴収している事業主（給与支払者）の方は、地方税法第 321
条の 3、第 321 条の 4 及び各市町の条例の規定により、従業員（パート、アルバイト等を含
む）の個人住民税を特別徴収していただくこととされています。
　これまでも、法律の定める要件に該当する方については、特別徴収をしていただく必要
があり、特に法律改正が行われたわけではありません。地方税法の趣旨に沿った適切な課
税と納付をしていただくために必要なことですので、ご理解ください。

事業主の負担が増えるのでは？
　所得税のように税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
　個人住民税の計算は市町が行い、従業員ごとの住民税額を各市町から通知します。
　なお、従業員が常時 10 名未満の事業者には、申請により納期を年２回とする制度があり
ます。

従業員にメリットはあるの？
①従業員の方が金融機関へ納付の度に出向く手間が省けます。
②納め忘れが無くなるとともに、納期が年 12 回のため、納期が年４回である普通徴収より、
１回あたりの納付金額が少なくなります。
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給与支払報告書等の提出は

電子申告をご利用ください。

詳しくは、兵庫県ホームページをご覧ください。

【制度全般に関する問い合わせ先】兵庫県市町振興課 078-362-3126
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詳しくは
 裏面へ

事業主の皆様へ

平成30年度から

兵庫県と県内すべての市町は、

　個人住民税の

特別徴収を

徹底します！

従業員の個人住民税は、所得税と同じく事業主による

  特別徴収（給与天引き）が義務づけられています！

徹底の対象

（事業主）

所得税の源泉徴収義務のある

給与等の支払者

兵庫県・県内全41市町

兵庫県は、京都府・大阪府・和歌山県とともに平成 30 年度からの徹底に向けて取り組んでいます。



特別徴収とは何ですか？ 事業主は、どんな事務をするの？

特別徴収をやっていなければ、どうなるの？

　個人住民税の特別徴収とは、事業主が、従業員の方の個人住民税を毎月の給与から差し引いて、市
町へ納めていただく制度です。
　所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、特別徴収義務者として個人住民税を納入することが法
律で義務づけられています。

　この度、兵庫県・県内全 41 市町では、納税者の利便性向上、法令遵守の徹底等を図るため、平成 30
年度から一斉に特別徴収の徹底を行うこととしました。
　特別徴収の実施につきまして、ご理解とご協力をお願いします。

左下のａ～ｄの普通徴収理由に該当する方がいらっしゃる場合、給与支払報告書提出時に「普通徴収
切替理由書兼仕切紙」（県 HP でダウンロードできます）を添付のうえ、給与支払報告書個人別明細書
摘要欄に略号を記載願います。

㋑　普通徴収の対象は、下記ａ ～ ｄのいずれかに該当する方となります。

ａ　退職された方又は給与支払報告書を提出した年の 5月末日までに退職予定の方

ｂ　給与支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方

ｃ　給与の支払が不定期（毎月支給されていない）な方

ｄ　他から支給される給与から特別徴収されている方（乙欄）

※　アルバイト、パートだからという理由で必ず普通徴収となるものではありません！

※平成 30 年 1 月に提出する給与支払報告（平成 29 年所得分）からの事務手続です。

※エルタックスでの提出の際も

「普通徴収」欄へのチェックに加え、

摘要欄に略号を記載してください。

※従業員が常時１０名未満の事業主には、申請により年12回の納期を年２回とする特例があります。平成 年 月 日提出 （追加・訂正）
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特別徴収とするには、毎年１月末日までに提出する給与支払報告
書に、特別徴収を行う人数を記載して提出してください（提出先：
１月１日現在の住所地の市町村）。
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乙欄適用又は退職年月日の記入があれば、略号の記入は不要です。

退職予定者は、退職予定日を摘要欄に記入してください。
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